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「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証に関する 

郵政民営化委員会の意見」の公表について 
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去る３月７日に、郵政民営化委員会が「郵政民営化の進捗状況について

の総合的な検証に関する郵政民営化委員会の意見」（以下、「意見書」という。）

を公表いたしました。 

 

私どもはかねてより、日本郵政及びゆうちょ銀行に対して、「国際的に

類を見ない規模にまで肥大化した資金量の縮小」及び「完全民営化」を確

実に実行し、民間金融機関との「公正な競争条件」を確保することを求め

てまいりました。 

 しかしながら、依然として「規模縮小」及び「完全民営化」に向けた具

体的な方針・計画は示されておらず、民間金融機関との「公正な競争条件」

が確保されているとは言えない状況にあります。 

 

今般の意見書においては、ゆうちょ銀行の株式について、「ＪＰビジョ

ン２０２５に掲げられているように、令和７年度までに保有割合が 50％

以下になるよう、着実な処分の実施が重要である」といった旨が示されて

います。 

 私どもとしては、上記のとおり着実な株式の処分の実施は当然として、

ゆうちょ銀行が適正な規模に縮小するとともに、「郵政民営化の進捗状況

についての総合的な検証に関する郵政民営化委員会の意見（令和３年４月）」

で示されていたとおり、全株式処分に向けた具体的な方針・計画を示した

うえで、その取組みを着実に進めていく必要があると考えております。 

 

 

 



 また、ゆうちょ銀行の預入限度額について、同行から「日本郵政による

ゆうちょ銀行株式の保有割合が２分の１を下回り、新規業務が届出制に

なるなど、経営の自由度が向上する一環として、通常貯金の限度額につい

て何らかの検討を行う方向としたい」との考えが示されています。 

しかしながら、２０２３年３月末のゆうちょ銀行の貯金残高は約１９４

兆円になるなど、肥大化した経営基盤は変化のないままです。 

このような中で、預入限度額の見直しを図ることは、急激な経営環境が

生じた場合、地域金融機関からゆうちょ銀行に預金がシフトするという

意図せざる結果を生じかねず、地域金融システムに重大な影響を及ぼす

ことが懸念されます。 

 

郵政民営化法においては、「民間に委ねることが可能なものはできる限

りこれに委ねる」、「同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保

するための措置を講じる」といった目的・基本理念が掲げられています。 

仮に届出制に移行した場合においても、関係当局及び郵政民営化委員

会におかれましては、郵政民営化法の目的・基本理念に則り、地域社会の

健全な発展及び金融システムに与える影響や、同種の業務を営む事業者

との対等な競争条件を確保するための措置に十分配慮のうえ、慎重な審

議・検討が行われることを強く要望いたします。 

 

最後に、私どもとしては、ゆうちょ銀行と民間金融機関の相互信頼関係

のもと、両者の強み・特性を活かしながら、金融市場や地域経済の活性化

に貢献していくことを切に期待いたします。 

 

以 上 


